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「再建築不可」とされている敷地の建替え等、 

活用支援を希望する方を募集します！ 
～事前に接道許可の可能性がわかる「路地カルテ」の試行実施～ 

 

本市では、市内に多く残る路地等に面し、建築基準法上の道路に接道していないた

めに建替え等ができないとされている、いわゆる「再建築不可」の敷地について、様々

な活用方法を示すことで流通を促進し、路地空間の有効な活用及び若者・子育て世帯

に手が届く住宅の供給に結びつくよう、取組を進めています。 

いわゆる「再建築不可」の敷地であっても、建築基準法の許可（以下「接道許可」

といいます。）を受けることで建替え等が可能なものがあります。しかし、許可を受け

るまで建替え等ができるか判断できずに、住宅ローン審査が円滑に進まないこと、ま

た、一般的に「再建築不可」とされているため、建替え等ができないと思っている方

も多く、流通や活用がされにくいのが現状です。 

そこで、自分の土地はどうなの？建替えは？活用はできるの？など、路地等に面し

た敷地での建替えや接道許可等、活用に関する支援を希望する方を下記のとおり募集

します。 

 

記 

 

１ 募集概要   

路地等に面した敷地の活用を希望されている場合、敷地の状況や所有関係等を確

認のうえ、接道許可基準への適合性を調査し、活用に向けた相談に応じます。 

接道許可基準に適合する場合は、「路地カルテ」を作成、発行します。 

⑴ 「路地カルテ」の概要 

   「路地カルテ」は、接道許可が可能な路地に対し、路地及び敷地の状況や接道

許可手続に必要な資料等をまとめたものです。 

   通常、接道許可を受けるまで許可の可否は判断できませんが、「路地カルテ」を

発行することで、許可を受けなくても事前に許可が可能な路地であることが確認

できます。そのため、流通の促進につながりやすく、早い段階から住宅ローン審

査にも応じてもらえる環境づくりを目指すものです。 

今年度は、来年度以降の本格実施に向けた試行実施とし、希望に応じて、京都
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市が無料で発行します。 

⑵ 「路地カルテ」の内容 

  ・路地の形状、幅員、路地に接する敷地の状況等（図面、写真） 

 ・路地の所有関係 

・以上を踏まえた接道許可基準への適合性  

接道許可基準に適合する場合、「路地カルテ」を作成・発行します。 

路地及び敷地の状況によって発行できない場合もあります。 

⑶  募集する敷地の要件 

次の条件を満たす路地に面する敷地 

・通路幅員が４メートル未満の行き止まり通路 

※路地カルテの作成対象となる敷地は、原則通路幅員１．８メートル以上で

すが、それ以外についても、御相談に応じることができます。詳しくはお問

合せください。 

⑷ 募集件数 

１０件程度（先着順） 

⑸ 募集期間 

令和５年５月１日(月) ～ 令和５年７月３１日（月） 

⑹ 申込方法 

「２ 申込先・問合せ先」まで、電話・メール・窓口でお問い合わせいただき、

必要事項や資料を添付のうえ、郵送・メール・窓口でお申込みください。 

（必要事項など）申込者の氏名、電話番号、対象敷地の住所及び地図 

 

２ 問合せ・申込先 

京都市都市計画局住宅室住宅政策課企画担当（堀、内藤） 

TEL：０７５－２２２－３６６６ 

FAX：０７５－２２２－３５２６ 

メールアドレス：house@city.kyoto.lg.jp 
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